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１　調査目的
「大田区ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針」（以下、「基本方針」という。）の改定に向けて、ユニバーサルデザインのまちづくりに関する現状や課題を把握し、新たな基本方針の策定に向けた基礎資料とするため、区民や区内活動団体等を対象に実態調査（アンケート調査及びヒアリング調査）を実施した。

２　調査概要
調査の趣旨
近年、ユニバーサルデザインのまちづくりにおいても多様化が進んだため、精神障がい、発達障がい、知的障がい、性的マイノリティの方などが抱える外見からではわからない課題や、外国人、子育て世帯が抱える課題なども含め、「新たな課題」への対応が求められていることなどを踏まえ、現在の状況や課題を把握することとした。

調査の概要
（１）“ユニバーサルデザインのまちづくり”に関する大田区民アンケート調査（以下、「区民向けアンケート調査」という。）
・ユニバーサルデザインのまちづくりにおける多岐にわたる課題を把握するため、「障害の社会モデル」が示す４つのバリア（＊）の枠組みを活用し、社会に存在する様々な障壁を中心に体系的に把握した。
・調査対象は大田区在住の障がい者、高齢者、要介護・要支援認定者、未就学児の子育て者を中心とした16歳以上の4,000人を対象とした。
＊物理的バリア、制度的バリア、文化・情報面でのバリア、意識上のバリアをいう。

（２）事業者向けアンケート
・まちの中でサービスを提供する商店街におけるユニバーサルデザインのまちづくりの実態を把握した。
・調査対象は、大田区商店街連合会（会長・副会長加盟の９商店街）で、計98票回答があった。

（３）小中学校の児童生徒向けアンケート
・児童生徒の生活空間におけるユニバーサルデザインのまちづくりの実態を把握した。
・調査対象は、小学校（２校）及び中学校（１校）に通う児童生徒で、計152票回答があった。

（４）大田区ユニバーサルデザインのまちづくり基本方針改定のためのヒアリング調査（以下、「区内活動団体等へのヒアリング調査」という。）
・上記のアンケートでは把握しきれない、ユニバーサルデザインのまちづくりにおける具体的な困りごとやその背景、原因などを把握した。
・ヒアリング対象は、大田区を中心に活動をしている８団体で、計40人にヒアリングを行った。
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